Ⅳ．開発許可申請書等の作成及び手続

　開発許可等の申請は、法、省令及び規則で定める様式に必要な書類及び図書を添付し、２部（正本・副本１部ずつ）を提出して行います。申請書の提出先は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例第２条の規定により、本庄市長となります。

本人による申請以外はすべて委任状が必要になります。

申請書の具体的な記載事項や添付図書は次のとおりです。

１．開発許可申請

＜添付書類＞

	書類の名称
	説明
	備考

	１ 公共施設の管理者の同意書
	開発行為の計画に関係がある公共施設の管理者の同意書
	　

	２ 公共施設の管理に関する協議書
	新たに設置される公共施設の設計及び工事方法等並びに新たに設置される公共施設の帰属、管理及び従前の公共施設の帰属について協議を行った書類
	　

	３ 設計説明書
	　
	自己居住用は不要　

	４ 登記事項証明書（土地）
	申請時以前６か月以内のもの
	　

	５ 土地・工作物の権利者の同意書
	申請者が行う開発行為に同意する旨が分かるもの（所有権、抵当権等の権利を有する者の同意が必要）
	　権利者の実印を押印　

	６ 土地・工作物の権利者で開発行為に同意した者の印鑑証明書
	同意書作成時のもの
	　

	７ 排水放流許可書
	
	

	８ 農用地除外証明書
	申請地が農業振興地域内の場合、農用地区域から除かれていることの証明書（地目が宅地等の場合も必要）
	　市街化区域及び非線
引き区域の用途指定

がある区域は不要

	９ 資金計画書
	収支計画、年度別資金計画書
	※１

	 （残高証明書）
	自己資金で事業を行う場合
	

	 （融資証明書）
	融資を受けて事業を行う場合
	

	10 申請者の業務経歴書
	　
	※１

	11申請者の前年度の納税証明書
	法人の場合は法人税、個人の場合は所得税に滞納がないことが分かるもの
	※１

	12 法第33条第1項第12号に関する申告書
	　
	※１

	13 工事施行者の技術者名簿及び工事経歴書
	
	※１

	14 設計者の資格に関する書類
	卒業証明書又は資格証明書の写し（開発区域の面積が１ヘクタール以上の場合）
	

	15 その他市長が必要と認める書類
	
	※２


※１　自己居住用（宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可（以下「許可」という。）を要するものを除く。）又は１ヘクタール未満の自己業務用の開発行為（当該開発行為に関する工事が当該許可を要するものを除く。）の場合は必要ありません。
※２　法第３４条各号に該当する申請については、それぞれ別に定める図書が必要となります　　（法第３４条各号添付図書一覧表参照）。
＜添付図面＞
	図面名称
	縮尺
	明示する事項
	備考

	１ 開発区域位置図
	20,000分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)開発区域の位置(朱書)
	都市計画図に記入
用途地域あり：用途図

用途地域なし：白図

	２ 開発区域区域図
　　（案内図）
	2,500分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)開発区域(朱書) 
(4)必要な範囲で、都道府県界、市町村界、町又は字の境界、都市計画区域界
	

	３ 公図写し
	600分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)開発区域(朱書)
	

	４ 現況図
	2,500分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)地形(標高差２ｍの等高線、ＢＭの位置と高さ、縦横断面線（２０ｍ方眼線）の交点の高さ)

(4)開発区域の境界（朱書） 
(5)開発区域内及び周辺(２０ｍ程度)の公共施設の状況

(6)令第２８条の２第１号に規定する樹木又は樹木の集団の状況

(7)同条第２号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況
	(5)(6)は、開発区域の規模が１ヘクタール以上の場合に記載する
作成者記名

	５ 土地利用計画図
	1,000分の１
以上
	(1) 方位

(2) 縮尺

(3)開発区域の境界（朱書）

(4)公共施設の位置及び形状

(5)予定建築物等の敷地の形状

(6)予定建築物等の用途

(7)公益的施設の位置 
(8)樹木又は樹木の集団の位置
(9)緩衝帯の位置及び形状

(10)道路・排水施設の縦断測点
	土地の利用種別ごとに色分けする
作成者記名

	６ 求積図
	500分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺
	座標法または数値三斜法

	７ 造成計画平面図
	1,000分の１
以上
	(1) 方位

(2) 縮尺

(3)開発区域の境界（朱書）

(4)切土又は盛土をする土地の部分

(5)がけの位置

(6)擁壁の位置

(7)道路の位置、形状、幅員及び勾配

(8)ＢＭの位置及び高さ
(9)縦横断面線の位置及び符号並びに交点の計画高

(10)道路・排水施設の縦断測点
	切土は黄色、盛土は茶色で着色する

作成者記名

	８ 造成計画断面図
	H=100分の１以上

L=500分の１以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)切土又は盛土をする前後の地盤面

(4)縦横断面線の符号と測点番号

(5)法面勾配

(6)擁壁等の工作物
	切土は黄色、盛土は茶色で着色する

作成者記名

	９ 排水施設計画
   平面図
	500分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)排水区域の区域界

(4)排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法（管径）、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 
	作成者記名

	10給水施設計画
   平面図
	500分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)給水施設の位置、形状、内のり寸法(管径)及び取水方法

(4)消火栓の位置
	自己居住用の開発行為は不要

作成者記名

	11がけの断面図
	50分の１

以上
	(1)縮尺

(2)がけの高さ、勾配

(3)土質（土質の種類が２以上であるときは、それぞれ土質及びその地層の厚さ）
(4)切土、盛土をする前の地盤面

(5)がけ面保護の方法
	作成者記名

	12擁壁の断面図
	50分の１

以上
	(1)縮尺

(2)擁壁の寸法及び勾配

(3)擁壁の材料の種類及び寸法

(4)裏込コンクリートの寸法

(5)透水層の位置及び寸法

(6)擁壁を設置する前後の地盤面

(7)基礎地盤の土質

(8)基礎ぐいの位置、材料及び寸法

(9)伸縮目地の位置及び構造

(10)水抜孔の位置及び内径寸法
	作成者記名

	（計算書）
	　
	(1)擁壁の構造計算

(2)地耐力の根拠(ボーリングデータ等)
	

	13道路横断図
	50分の１
以上
	(1)縮尺

(2)路盤・基層・表層の構成

(3)道路側溝の位置、形状及び寸法 
(4)埋設管の位置、形状及び寸法 
	作成者記名

	14排水施設構造図
	50分の１
以上
	(1)縮尺

(2)雨水及び汚水流量計算

※雨水計算については雨水流出抑制施設設計指針（19頁より）をご参照ください。
(3)排水施設構造詳細図（開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝、吐口等）
	公共施設以外の排水施設については雨水計算書及び雨水浸透施設の構造詳細図を添付すればよい
作成者記名

	15道路・排水施設の  

   計画縦断面図
	H=100分の１以上 
L=500分の１以上
	(1)縮尺

(2)測点
(3)単距離
(4)追加距離
(5)地盤高
(6)計画高 
(7)勾配

(8)ＤＬ（基準線）

(9)人孔の記号種類、位置、管径、土被り、管底高
	測点距離は標準として20ｍとする
作成者記名

	16建築物の平面図

　　立面図
	100分の１

以上
	(1)縮尺

(2)建築面積

(3)延床面積
※(2)、(3)は計算表（寸法図）を添付すること。
	立面図は２面以上


法第３４条各号添付図書一覧表

	法第３４条第１号

	
	（公益施設）
	理由書　事業計画書　資格証明書　個別法所管機関の証明書・許可書　登記事項証明書（法人）　など

	
	（上記以外）
	理由書　事業計画書　取引証明書　資格証明書　　業務経歴書　チェーン加盟契約書　など

	法第３４条第４号
	

	
	（農林漁業用建築物）


	理由書　農家証明　前年度の所得証明　固定資産税名寄台帳　事業計画書　など

	
	（農林水産物処理、貯蔵、加工）
	理由書　農林水産物の産地別一覧（数量及び金額）　事業計画書　取引証明書　など

	法第３４条第９号
	

	
	（ドライブイン）


	理由書　資格証明書　事業計画書　取引証明書　　チェーン加盟契約書　など

	
	（ガソリンスタンド）


	理由書　資格証明書　事業計画書　取引証明書　　チェーン加盟契約書　など

	法第３４条第１２号
	

	
	条例第５条第１項第２号ア

（線引前所有）
	理由書　戸籍謄本等（３親等以内であることを証明）借家契約書　転勤証明書　無資産証明書　など

	
	条例第５条第１項第２号イ

（２０年居住）
	理由書　戸籍謄本等（３親等以内であることを証明）　親族の住民票、戸籍の附票等（20年前及び現在の親族の居住を証明）　借家契約書　転勤証明書　無資産証明書　など

	
	条例第５条第１項第２号ウ

（線引前居住）
	理由書　戸籍謄本等（３親等以内であることを証明）　親族の住民票、戸籍の附票等（線引時及び現在の親族の居住を証明）　借家契約書　無資産証明書　など

	
	条例第５条第１項第２号エ

（世帯員）
	理由書　戸籍謄本等（３親等以内であることを証明）　家屋証明又は登記事項証明書（建物）、　世帯主の住民票等（線引当時からの世帯主の住宅敷地であることを証明）　借家契約書　無資産証明書　など

	
	条例第５条第１項第３号

（自己業務用建築物）
	理由書　住民票、戸籍の附票（20年以上居住していることを証するもの）　業務の内容を示す書類　　など

	
	条例第５条第１項第８号

（敷地拡張）
	理由書　家屋証明、建築確認通知書等又は法第４３条第１項の許可通知書　など


２．開発行為の変更許可申請（法第３５条の２、規則様式第７号）
正副２部提出で、本人による申請以外はすべて委任状が必要になります。

　　開発行為の変更許可申請は、申請書に変更部分のみ前後が対照となるよう記載し、当初許可申請書から内容が変更された図書のみを添付して行います。
３．開発行為の軽微な変更の届出（法第３５条の２、規則様式第８号）
正副２部提出になります。

　　開発行為の軽微な変更の届出は、届出書に変更部分のみ前後が対照となるよう記載し、当初許可申請書から内容が変更された図書のみを添付して行います。

４．工事着手届出書（規則様式第３号）
　　開発行為の工事に着手したときは、工事着手届、現場写真を提出してください。　　
　※写真は開発行為の許可標識が写っているもの（遠景・近景各１枚以上）とします。
５．開発行為に関する工事の中間検査依頼（規則様式第５号）

開発行為に関する工事のうち市長が指定する工程に達したときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。

６．開発行為に関する工事完了の届出（法第３６条第１項、省令別記様式第４・５）

＜添付図書＞

	図　書　名　称
	縮　尺
	明示する事項

	１　工程の主要な部分を記録した写真、出来形図
	
	※写真：開発行為の許可標識が写っているもので、遠景・近景各１枚以上

	２　確定測量図
	500分の１以上
	(1)方位

(2)縮尺


７．公告前の建築等承認申請（法第３７条第１号、規則様式第９号）
正副２部提出で、本人による申請以外はすべて委任状が必要になります。
＜添付図書＞
	図　書　名　称
	明示する事項

	１　制限を解除する必要性を示す資料
	工程表、写真等


８．予定建築物等以外の建築等許可申請（法第４２条第１項、規則様式第１１号）
正副２部提出で、本人による申請以外はすべて委任状が必要になります。
　＜添付図書＞ 

	図面名称
	縮尺
	明示する事項
	備考

	１　付近見取図

　（位置図）
	10,000分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)建築物等の敷地の位置（朱書）

(4)敷地の周辺の公共施設
	都市計画図に記入
用途地域あり：用途図

用途地域なし：白図

	２　建築物又は第１種特定工作物の配置図
	500分の１以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)建築物等の敷地（朱書）
	　　
　

	３　その他市長が必要と認める書類
	
	当初開発許可通知書等

	


９．建築行為等許可申請（法第４３条第１項、省令第３４条、省令別記様式第９）
正副２部提出で、本人による申請以外はすべて委任状が必要になります。

＜添付書類＞ 

	書類の名称
	説明（備考）

	１　登記事項証明書（土地）
	申請時以前６か月以内のもの

	２　排水放流許可書
	

	３　その他市長が必要と認める書類
	※


· 政令第３６条第１項第３号イからホに応じて、それぞれ追加書類が必要です。

法第３４条各号添付図書一覧表を参考にしてください。

＜添付図面＞ 

	図面名称
	縮尺
	明示する事項
	備考

	１　付近見取図

　　（位置図）
	10,000分の１
以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)建築物等の敷地の位置（朱書）

(4)敷地の周辺の公共施設
	都市計画図に記入
用途地域あり：用途図

用途地域なし：白図

	２　公図写
	600分の１以上
	(1)方位

(2)縮尺

(3)建築物等の敷地（朱書）
	　　
　

	３　敷地現況図
　　配置図
	500分の１以上
	●建築物の新築若しくは改築又は第１種特定工作物の新設の場合

(1)方位

(2)縮尺

(3)敷地の境界（朱書）

(4)建築物等の位置
(5)がけ及び擁壁の位置

(6)排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称
●建築物の用途の変更の場合

(1)方位

(2)縮尺

(3)敷地の境界

(4)建築物の位置

(5)排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称
	

	４　求積図
	500分の１以上
	(1)方位

(2)縮尺
(3)面積計算表
	座標法または数値三斜法　

	５　排水施設構造図
	50分の１以上
	(1)縮尺

(2)雨水流量計算

(3)雨水浸透施設構造詳細図
	

	６　建築物の平面図・立面図
	100分の１以上
	(1)縮尺

(2)建築面積

(3)延床面積
	立面図は２面以上

	７　その他市長が必要と認める図面
	
	
	


１０．地位の承継承認申請（法第４５条、規則様式第１６号）
正副２部提出で、本人による申請以外はすべて委任状が必要になります。

＜添付書類＞
	書類の名称
	説明（備考）

	１　開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類
	　

	２　申請者の業務経歴書
	※

	３　前年度の納税証明書
	法人の場合は法人税、個人の場合は所得税

※

	４　その他市長が必要と認める書類
	　


　　※　自己居住用又は１ヘクタール未満の自己業務用の開発行為の場合(宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可要するものを除く。)は不要。
１１．開発登録簿写しの交付請求（法第４７条第５項、規則様式第１９号）
　　開発登録簿の写しの交付の請求は、「開発登録簿写し交付申請書」を提出して行います。
１２．開発行為又は建築等に関する証明書（適合証明書）の交付請求
　　　　　　　　　　　　　　　　　（省令第６０条、規則様式第２０号）
正副２部提出で、本人による申請以外はすべて委任状が必要になります。
＜添付書類＞
	書類の名称
	説明（備考）

	１　登記事項証明書（土地）
	申請時以前６か月以内のものとする

	２　農用地除外証明書
	農用地区域から除かれていることの証明書
地目が宅地等の場合も必要
市街化区域及び非線引き区域の用途指定がある区域は不要

	３　その他市長が必要と認める

書類
	計画が都市計画法の規定に適合していることが確認できる書類　※


※　建築物等の種類によって必要な書類が異なります。法第２９条各号添付図書一覧表を参照してください。
＜添付図面＞

	図面名称
	縮尺
	明示する事項
	備考

	１　位置図
	20,000分の１以上
	(1)方位

(2)開発区域等の位置（朱書）
	都市計画図に記入

用途地域あり：用途図

用途地域なし：白図

	２　公図写
	600分の１
以上
	(1)方位　　(2)縮尺
(3)開発区域等（朱書） 
	

	３　求積図
	500分の１
以上
	(1)方位　　(2)縮尺

(3)面積計算表
	座標法または数値三斜法　

	４　建築物の配置図
	500分の１
以上
	(1)方位　　(2)縮尺
(3)建築物等の位置
	

	５　建築物の平面図・

立面図
	100分の１

以上
	(1)縮尺

(2)建築面積　(3)延床面積
※(2)、(3)は計算表を添付すること。
	立面図は２面以上
面積計算表(寸法図)

	６　その他市長が必

要と認める図面
	
	雨水計算書、雨水浸透施設計画詳細図等
	


※　既に開発許可を受けてあり、建築敷地に変更が無い場合の添付書類及び添付図面については、開発行為許可通知書の写し、位置図、建築物の配置図及び建築物の平面図・立面図とすることができます。
＜法第２９条各号添付図書一覧表＞
	法第２９条第１項第２号
	

	
	（農林漁業用建築物）


	理由書　農家証明　など

	
	（農林漁業者の住宅）
	理由書　農家証明　固定資産税名寄台帳

など

	法第２９条第１項第３号

（公益施設）


	理由書　事業計画書　資格証明書　個別法所管機関の証明書・許可書　登記事項証明書（法人）
など

	法第２９条第１項第１１号
	

	
	（仮設建築物等）


	理由書　事業計画書　など

	
	（車庫、物置等）


	理由書　など

	
	（政令店舗）


	理由書　事業計画書　取引証明書　資格証明書（資格が必要な場合）　など


